
      ３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱 
 

（目 的） 

第１条 この要綱は、３階建て建物へ直結直圧式による給水を行う場合の取扱いを

定めるものとし、定めのないものについては、「給水装置工事施行基準」及び「給

水装置工事施行指針」によるものとする。 

（解 説） 

   この要綱は、配水管の水圧を利用して３階建て建物に対して、受水槽を経由せ

ず直接給水する場合の取扱いを定めるものである。 

 

（対象範囲） 

第２条 対象範囲は、直結直圧式による給水が可能な３階建て建物とする。 

なお、ストック機能が必要な建物、危険な物質を取り扱う工場等は受水槽方式

による給水が望ましい。 

２ ３階を超える建物であっても、４階以上に給水装置を設けないものは対象と

する。 

（解 説） 

１ 対象範囲は、２階建て以下の建物に直結直圧式により給水する場合と同様と

する。 

２ ストック機能が必要な建物とは 

   （１）一時的に多量の水を使用する施設 

   （２）常時一定の水供給が必要で、断水による影響が大きな施設等 

    （例）病院、ホテル、百貨店、興行場等施設及び食品冷凍機、電子計算機の         

冷却用水等のある施設等 

３ 危険な物質を取り扱う工場等とは 

     毒物、劇物及び薬品等の危険な化学物質を取扱い、これを製造、加工又は

貯蔵等を行う工場、事業所及び研究所等 

    （例）クリ－ニング、メッキ、写真、印刷・製版、石油取扱、染色、食品加

工等の業を行う施設等
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（実施条件） 
第３条 実施にあたっては、以下に掲げる条件をすべて満たさなければならないもの

とする。 
（１） 配水管水圧 

申請場所直近の消火栓等において、２４時間以上の水圧を測定し、この測

定値の最小水圧が、分岐しようとする配水管位置での水圧に置き換えた場合

（以下「換算水圧」という。）に、０．１９６ＭＰａ（２．０㎏ｆ/cm２）以

上を原則とする。ただし、０．１９６ＭＰａ未満であっても、事前協議にお

ける水理計算の結果、給水可能と判断される場合はこの限りでない。 
（２） 給水装置の高さ 

   ３階に設置する給水装置の最高位は、原則として配水管の布設道路面から

８．５ｍ以下とする。 
（３） 給水管の分岐口径 

   配水管から分岐する給水管口径は、配水管より小口径とする。 
（解 説） 

１ 配水管水圧は、配水系統を考慮し、できる限り申請場所に近い消火栓等を選

定し、自記録水圧計等により連続２４時間以上測定して、測定場所の地盤高さ

の差を考慮した水圧を基準とする。 
なお、換算水圧については、測定水圧が０．１９６ＭＰａ未満の場合、測定

水圧を基に季節による変動及び地区の特性等（同一配水系統のテレメータ測定

水圧）を勘案して決定する。算定の方法は、「３階直結直圧式給水方式に係る

実施要領」によるものとする。 
２ ３階建て建物の判断は、建築確認通知書等により行い、３階に設置する給水

装置の最高位は、原則として配水管の布設道路面から８．５ｍ以下とする。 
３ 配水管に与える影響を考慮し、配水管と同口径の分岐は認められない。 

 
（事前協議） 
第４条 この要綱に基づき給水を受けようとする申請者は、給水装置承認申請を行

う前に、「配水管水圧測定依頼書」（別紙様式１）により配水管水圧測定を千葉県

企業局長（以下「局長」という。）に依頼しなければならない。 
２ 局長は配水管水圧を測定し、「配水管水圧測定結果」（別紙様式２）に測定箇

所を明示した 5,000 分の１の配水管網図を添付して回答するものとする。 
３ 申請者は、前項の回答を基に、水理計算を行い、給水装置承認申請前に十分

協議を行うものとする。 
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（解 説） 
１ ３階建て建物への直結直圧式給水を受けようとする申請者は、給水装置承認

申請を行う前に、配水管の水圧測定を局長に依頼しなければならないものとす

る。 
２ 依頼書の提出があった場合は、水道事務所・支所において、配水管水圧を自

記録水圧計等により連続２４時間以上測定し、申請者に回答する。 
なお、水圧を測定した箇所を明示した 5,000 分の１配水管網図を添付するも

のとする。 
３ 申請者は、給水装置承認申請（本申請）前に、必要に応じて次の書類を持     

参して、十分協議を行うものとする。 
局長は、提出された書類等を適正に審査し、直結直圧式給水の可否を判断す

るものとする。 
（１）案内図     
（２）平面図     
（３）立面図     
（４）管網図 
（５）水理計算書 
（６）配水管水圧測定結果の写し 
（７）その他 

 
（設計条件） 
第５条 設計にあたっては、次の各号の条件を満たさなければならない。 

（１） 設計水圧 
      分岐しようとする配水管の設計水圧は、配水管水圧測定結果から、申請

者が地盤高を考慮のうえ算定するものとし、この換算水圧が０．１９６Ｍ

Ｐａ未満の場合は測定値による換算水圧とし、０．１９６ＭＰａ以上の場

合は、０．１９６ＭＰａとする。 
  （２） 給水管口径の決定 
       給水管等の口径決定にあたっては、使用実態に沿った同時使用水量を的

確に算定し、その水量に応じた給水管取出し口径等を、φ５０㎜以下はウ

ェストン公式、φ５０㎜を超えるものについてはヘ－ゼン・ウィリアムス

公式によって決定する。 
（３） 逆流防止装置 

      ３階直結直圧式の給水装置には、必ず逆流防止装置を設置しなければな

らない。 
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     イ １戸建て専用住宅では、量水器の下流側に逆流防止弁を設置する。 
     ロ 集合住宅、事務所ビル及びこれらの併用ビル等の建物において、量水

器を地面に設置する場合は３階用量水器の下流側に、量水器を建物内に

設置する場合は３階用立上がり管の立上がり部の管理・修繕の容易な場

所に逆流防止弁を設置する。 
（解 説） 

１ 設計水圧は、直結直圧給水方式の可否判断に関係することから、測定値によ

る換算水圧が０．１９６ＭＰａ未満の場合は過去の実績水圧を勘案した換算水

圧とし、０．１９６ＭＰａ以上の場合は、系統変更等により現状水圧が変更と

なることが想定されるため、水圧測定結果の如何にかかわらず、０．１９６ 
ＭＰａとする。 

２ 口径決定 
（１）給水管等の口径を決定するには、同時使用水量を適正に設定しなければな

らない。 
（２）同時使用水量の設定を誤ると、過大な設備投資や給水不良等の原因となる。 
３ 逆流防止装置 

  （１）逆流防止装置は、給水装置からの逆流の防止及び断水時等の円滑な給水復

帰を考慮し、給水装置所有者の修繕範囲に設置するものである。 
（２）逆流防止弁は、単式逆止弁又はその機能が同等以上のものとすること。 

 
（他の給水方式との併用） 

 第６条 直結直圧方式と直結増圧方式又は受水槽方式と併用する場合は、直結直

圧式給水は２階までとする。 
（解 説） 
  維持管理、経済性等から同一建物内の給水方式は、１給水方式が望ましいが、使

用者の利便性を考慮して、直圧給水階高は２階までとする。 
（１）直結増圧方式との併用の場合、ポンプ起動時に給水管内の水圧低下が考え     

られる。 
  （２）受水槽方式との併用の場合、受水槽への流入時に給水管内の水圧低下が考    

えられる。 
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附 則 
 （施行期日） 
  １ この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。 
 （旧要綱の廃止） 
  ２ 「中高層建物への直結給水に係る実施要綱」（平成８年６月１日）は廃止す

る。 
   附 則 
 （施行期日） 
  １ この要綱は、平成１２年１月１日から施行する。 
 （経過措置） 
   ２ この要綱の施行前に改正前の３階直結直圧給水方式に係る実施要綱の規定

により調製した用紙は、この要綱の施行後においても、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 
附 則 

 （施行期日） 
   この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 附 則 
 （施行期日） 
   この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
 （施行期日） 
   この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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様式 １  
年  月  日  

 
 

千 葉 県 企 業 局 長  様  
 
                   住  所  
                   氏  名         印  
 
 
 
 

配 水 管 水 圧 測 定 依 頼 書 
 このことについて、「３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱」第４条第

１項により、下記のとおり依頼します。  
記  

 １ 工事場所  
 
 ２ 建物形態  
  （１）一戸建て専用住宅  
  （２）一戸建て店舗付住宅  
  （３）集合住宅（  戸）  
  （４）事務所ビル  
  （５）その他（        ）  
 
 ３ 給水開始希望時期        年   月  日  
 
 ４ 添付図書        案内図及び管網図（１／５００）  
 
 ５ その他  

個人が依頼する場合は、依頼者
の氏名を自署することにより押
印を省略することができる。  
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様式 ２  
第   号  

年  月  日  
 
             様  
 
                 千葉県企業局  水道事務所長  
 
 
         配  水  管  水  圧  測  定  結  果  （  回  答  ）  
     年  月  日付けで依頼のありましたこのことについて、  
「３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱」第４条第２項の規定により、  
下記のとおり回答します。  

記  
 １ 工事場所  
  

２ 配水管水圧測定結果    測定最小水圧  
                    ＭＰａ  
  

３ ３階直結直圧式給水に係る事前協議の実施  
    配水管の水圧測定を行ったところ、上記２の結果となりましたの

で、換算水圧を算定のうえ、換算水圧が０．１９６ＭＰａ以上の場

合（１）の手続きを、換算水圧が０．１９６ＭＰａ未満の場合は（２）

の手続きを行なって下さい。  
 （１）必要書類（水理計算書）等を添付のうえ給水申請等の手続きを行

なって下さい。  
（２）必要書類（水理計算書）等を当事務所に持参のうえ事前協議を行

なって下さい。  
 水理計算書の作成に当たっては、上記の測定水圧から換算水圧を

算定し、設計水圧として水理計算を行って下さい。  
 
４ 添付書類  
  １／５ ,０００配水管網図（測定箇所を明示）  

 
（参考）  
 換算水圧＝測定水圧－（申請場所の地盤高－測定場所の地盤高）  
  ＊測定水圧：測定水圧を基に季節による変動及び地区の特性等（同一

配水系統のテレメータ測定水圧）を勘案した値をいう。 
  ＊申請場所の地盤高：給水管分岐箇所の路面の地盤高をいう。  
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